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岩手県ため池サポートセンター技術研

岩手県ため池サポートセンター技術研修会

農業用ため池の緊急点検等について

岩手県ため池サポートセンター
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資料２

本日の内容

１.大雨特別警報時の緊急点検
２.地震後の緊急点検
３.ため池防災支援システムの活用
４.緊急時への備え
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１.大雨特別警報時の緊急点検
1.2 適用範囲
1.2.1 対象ため池

本要領の対象ため池（以下「対象ため池」という。）は、防災重点農業用ため池とする。

� 〔解説〕
� （１）本要領による農業用ため池とは、「農業ため池の管理及び保全に関する法律（平成31年法律第
� 17号）第２条に基づき、農業用水の供給の用に供される貯水施設（河川法（昭和39年法律第
� 167号）第３条第２項に規定する河川管理施設であるものを除く。）であって、同法施⾏規則
� （令和元年農林水産省令第９号）第２条に定める要件に該当する施設とする。
� （２）農業用ため池のうち、「平成30年７⽉豪雨等を踏まえた今後のため池対策の進め⽅」（平成
� 30年11⽉13日付け30農振第2294号豊歳課⻑通知）に定める選定基準に基づき、都道府県が
� 選定した防災重点ため池を本要領の対象とする。
� （３）防災重点ため池以外の農業用ため池のうち、災害対策基本法（昭和３６年法律第223号）第40
� 条に規定する「都道府県地域防災計画」又は第42条に規定する「市町村地域防災計画」に位置
� づけられている農業用ため池をはじめ、都道府県及び地象損が必要と認めるものについては、
� 必要に応じて本要領を準用されたい。

�
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〔解説〕
（１）管理者等は、あらかじめ事前防災・減災対策及び緊急点検等の役割分担を点検、監視、放流、

応急措置、情報連絡、関係機関との調整等）を定めるものとする。
（２）また、個人情報の取扱いに注意しつつ、役割分担に係る関係者及び報告先について、連絡体制

をあらかじめ整備するものとする。

１.大雨特別警報時の緊急点検
第２章 防災体制の整備

2.1 役割分担等
対象ため池の管理者及び対象ため池が所在する市町村（以下「管理者等」という。）は、事前防

災・減災対策及び緊急点検等の役割分担をあらかじめ明確にしておくとともに、臨機応変な対応がで

きるよう連絡体制を整備するものとする。
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１.大雨特別警報時の緊急点検

� 〔解説〕
� （１）管理者等は、「ため池管理マニュアル」（平成27年10⽉ 農林水産省農村振興局整備部防災課）
� 及び「ため池の洪水調整機能強化対策の手引き」（平成30年５⽉ 農林水産省農村振興局整備部
� 防災課）等に基づき、平時から豪雨による対象ため池への被災の可能性を予測して、上流の⼭林
� の状況の確認や洪水吐き、取水設備（斜樋、底樋）及び堤体の点検・整備を⾏うとともに、洪水
� 吐きの閉塞等の原因となる貯水池内の流⽊、浮遊物を除去しておく等の対策に努めるものとする。
� （２）また、対象ため池の貯留水は、降雨時の事前放流、空き容量を確保する定水位管理のルールをあ
� らかじめ定めておくことが望ましい。
� （３）さらに、降雨前の段階的な管理のみならず、かんがい期、非かんがい期の期別毎に、低水位管理
� の水位設定を⾏うことも検討することが望ましい。

�

2.2 ため池の点検・整備等
管理者等は、平時から対象ため池の点検・整備を⾏うとともに、低水位管理のルールをあらかじめ

定めるとことにより、異常時の早期発⾒や堤体の決壊防⽌に努めるものとする。
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１.大雨特別警報時の緊急点検

� 〔解説〕
� （１）管理者等は、対象ため池について、大雨特別警報が発表された時に迅速に対応できるよう、あら
� かじめ誰でもわかるような点検ルート（点検順路及び順路が被災した場合の迂回路）及び点検項
� 目毎の手順（点検箇所、点検順序等）を定めるものとする。

�

2.3 緊急点検等のルート及び手順
管理者等は、対象ため池の緊急点検等のルート及び点検項目毎の手順について、あらかじめ定める

ものとする。
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１.大雨特別警報時の緊急点検

� 〔解説〕
� （１）管理者等は、緊急点検等に備えて豪雨災害訓練実施計画を作成し、年１回程度の訓練の実施及び
� 必要な研修への参加に努めるものとする。また、訓練後は、参加者によるミーティングで課題等
� を明らかにし、必要に応じて実施体制の改善を図るものとする。
� なお、農林水産省が日程調整の上、ため池防災支援システムを活用し、対象ため池の抽出や緊
� 急点検結果の報告を⾏う訓練を年１回⾏うこととしており、その機会と合わせて上記の取組を推
� 進することが望まし。ため池防災支援システムを活用した訓練については、「農業用ため池緊急
� 点検実施訓練要領」(令和２年４⽉１日付け元農振第3726号農村振興局整備部防災課⻑通知)に
� より実施するものとする。
�

2.4 訓練
管理者等は、対象ため池の事前防災・減災対策及び緊急点検等に備えて、年１回程度の頻度で、関

係者の招集、点検、報告等に係る訓練の実施及び必要な研修への参加に努めるものとする。
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１.大雨特別警報時の緊急点検

大雨特別警報発表
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１.大雨特別警報時の緊急点検

� 〔解説〕
� （１）緊急点検に当たっては、身の安全確保に最大限注意を払い、大雨特別警報が解除され次第、速や
� かに実施するものとするが、引き続き⼟砂災害の発⽣等のおそれがあるため、緊急点検を⾏うこ
� とが危険と判断される場合には、安全が確保され次第、実施するものとする。
� （２）緊急点検は、目視点検を主体とし、特に被害の有無、程度、緊急度に重点を置いて⾏い、ため池
� 管理アプリ等又は様式-２、３に記録するものとする。管理者等において緊急点検を⾏うことが困
� 難な場合には、都道府県等の支援を受けつつ⾏うものとする。
� （３） なお、道路の通⾏⽌め等により緊急点検ができない場合は、可能な範囲でドローンや大雨後に
� 撮影された航空写真を活用し、被災の有無を確認するものとする。
�

4.2 緊急点検
確⽴した緊急点検体制に基づき、身の安全を十分に確保しつつ、速やかに対象ため池の緊急点検を

実施するものとする。
緊急点検は、対象ため池の堤体、洪水吐き、取水施設、周辺の地⼭等の状況について、目視による

外観点検を主とするものとする。
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１.大雨特別警報時の緊急点検

� 〔解説〕

� （１）緊急放流
� 豪雨により対象ため池の堤体に⻲裂、漏水等の被害が発⽣していることが緊急点検の結果判明
� した場合には、管理者等は、事前放流による水位低下に加え、緊急放流により速やかに貯水位を
� 下げるものとする。管理者等は、緊急放流を⾏う場合には、対象ため池の下流集落や市町村等の
� 関係機関と十分に連絡調整を⾏うものとする。
� （２）応急対策
� 緊急点検の結果、豪雨により対象ため池の堤体等に⻲裂、漏水、沈下、法⾯のはらみだし、洪
� 水吐きの閉塞等が確認された場合には、管理者等は押え盛⼟、⼟のう積み、ブルーシート掛け、
� 洪水吐きの閉塞物除去等の応急対策を実施するものとする。
� （３）安全対策
� 緊急点検の結果、対象ため池の被害が確認され、下流等への被害が予測される場合には、管理

� 者等は、関係集落、消防団等に急報することとする。

4.3 応急措置
緊急点検の結果、対象ため池の安全管理上必要があると認められた場合には、管理者等は、緊急放

流等の応急措置を⾏い、対象ため池の安全性を確保するものとする。
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１.大雨特別警報時の緊急点検

� 〔解説〕
� （１）市町村は、緊急点検の結果を（市町村以外の管理者が実施したものを含み、ため池管理アプリに
� より記録されたものを除く）をため池防災支援システムにより速やかに報告するものとするが、
� これにより難い場合は、様式-２、３により都道府県を通じて地⽅農政局等にメール、ファック
� ス等により速やかに報告するものとする。なお、様式-２、３の内容を確認できるものであれば、
� 様式は問わない。
� （２）様式-２、３による報告に当たっては、ため池の被害の有無に関わらず、原則として様式-２によ
� り速報し、その後、被害が確認されたため池については、様式-３により被害の詳細を報告するも
� のとする。
�

4.4 緊急点検結果の報告
市町村は、緊急点検の結果を原則としてため池防災支援システムにより速やかに報告するものと

する。また、都道府県は、緊急点検の実施状況や被災状況を適時適切に把握するものとする。
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１.大雨特別警報時の緊急点検
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１.大雨特別警報時の緊急点検
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１.大雨特別警報時の緊急点検

� 〔解説〕
� （１）大雨特別警報の発表基準となる大雨により、対象ため池の堤体に⻲裂、漏水等の被害が発⽣した
� 場合には、その後も大雨が降り続くとすれば、対象ため池の堤体が決壊し、下流の住宅への⼆次
� 災害が発⽣するおそれがある。
� （２）このため、管理者等は、対象ため池に被害が発⽣した場合には、これまで以上に気象及び水象の
� 情報収集に努め、対象ため池の更なる被害拡大の予兆を把握し、必要に応じて、関係集落、消防
� 団等との連携を図るとともに、応急対策を適切に⾏うことにより、⼆次災害の防⽌に努めるもの
� とする。
� （３）情報収集の⽅法としては、テレビ、ラジオ、インターネット等があるが、特にインターネットで
� は、各府省が防災に関する情報を発信しているので、管理者等はこれらを活用して情報収集され
� たい。
�

4.5 監視体制の強化
大雨特別警報に係る大雨により対象ため池に被害が発⽣した場合には、これ以降の大雨等による⼆

次被害を防⽌するため、管理者等は、気象及び水象の情報収集に努めるなど、監視体制を強化するも
のとする。

14



8

２.地震後の緊急点検
1.2 適用範囲
1.2.1 対象ため池

本要領の対象ため池等（以下「対象ため池」という。）は、次のいずれかに該当するものとする。
（１）防災重点農業用ため池
（２）堤高15ｍ以上の農業用の貯水施設うのうち、貯水施設の構造に関する近代的な技術的基準に基づ

き設置された施設であって、⼟地改良法に定める管理規定若しくは独⽴⾏政法人水資源機構法に
定める施設管理規定が定められているもの（⼀級河川、⼆級河川又は準用河川において設けられ
たものを除き、下流に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるものに限る。
以下「河川区域外の農業用ダム」という。

� 〔解説〕
� （１）本要領における農業用ため池とは、「農業ため池の管理及び保全に関する法律（平成31年法律
� 第17号）第２条に基づき、農業用水の供給の用に供される貯水施設（河川法（昭和39年法律
� 第167号）第３条第２項に規定する河川管理施設であるものを除く。）であって、同法施⾏規
� 則令和元年農林水産省令第９号）第２条に定める要件に該当する施設とする。
� （２）本要領における防災重点農業ため池とは、決壊による水害その他の災害によりその周辺の区域
� に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池ため池であり、アからエまでの要件のいずれかに該
� 当するものとして都道府県が市町村等と調整の上選定したものをいう。
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２.地震後の緊急点検
� ア 当該農業用ため池の決壊により浸水が想定される区域（以下「浸水区域」という。）のうち、当該

� 農業用ため池からの水平距離が100m未満の区域に住宅等（住宅又は学校、病院その他の公共の用に
� 供する施設をいい、当該浸水によりその居住者又は利用者の避難が困難となるおそれがないものを除
� く。以下同じ。）が存在すること。
� イ 貯水する容量が1,000㎥以上あり、かつ、浸水区域のうち当該農業用ため池からの水平距離が500m
� 未満の区域に住宅等が存すること。
� ウ 貯水する容量が5,000㎥以上あり、かつ、浸水区域に住宅等が存すること。
� 同法施⾏規則（令和元年農林水産省令第９号）第２条に定める要件に該当する施設とする。
� エ アからウまでの要件に該当する農業用ため池に準ずるものであること、当該農業用ため池の管理を⾏
� う者を確知することができないことその他の状況からみて、当該農業用ため池が決壊した場合にはそ
� の周辺の区域の住宅等の居住者又は利用者に被害を及ぼすおそれが大きいと認められること。
� （３）防災重点農業用ため池の他、河川区域外の農業用ダムについては、「地震後の農業用ダム臨時点検要

� 領」（平成９年３⽉25日付け9-4防災課⻑通知）の対象ではないことから、本用要領の対象とする。

16



9

２.地震後の緊急点検
1.2.2 点検ため池

本要領により緊急点検を実施する対象ため池（以下「点検ため池」という。）は、対象ため池周辺
の気象庁が発表する震度等が、次のいずれかに該当するものとする。

（１）震度４の場合は、堤高15m以上の対象ため池
（２）震度５弱以上の場合は、全ての対象ため池

ただし、河川区域外の農業用ダムについては、対象ため池周辺の気象庁が発表する地震情報の気象
庁震度階級が震度４以上のもののほか、ダムの基礎地盤又は堤体底部に設置した地震計により観測さ
れた地震動の最大加速度が25gal以上のものも点検ため池とする。
また、防災重点農業用ため池については、原則として（1）、（2）のいずれかに該当するものとし

てため池防災支援システムで抽出されたものを点検ため池とする。

� 〔解説〕
� （１）堤高が15m以上の対象ため池については、農業用ダム（地震後の農業用ダム臨時点検要領）と
� 同様に震度４以上を点検ため池とする。
� （２）なお、堤高が15m未満の対象ため池については、過去の地震による被災の例からみて震度4で
� の被害がほとんど発⽣していないことから、震度５弱以上を点検ため池とする。
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２.地震後の緊急点検

18



10

２.地震後の緊急点検

� 〔解説〕
� （１）緊急点検を⾏う際に担当者の身の安全確保に最大限注意を払うものとし、特に大きな地震後
� （揺れの強かった地域）は、引く続き地震（余震等）が発⽣することが多くあり、緊急点検を
� ⾏うことが危険と判断される場合には、身の安全確保ができ次第、実施するものとする。
� （２）緊急点検は、震度５弱以上を観測した点検ため池について、特に優先して実施するものとする。
� （３）緊急点検は、目視点検を主体として、被害の有無、程度、緊急度に重点を置いて⾏い、ため池
� 管理アプリ等又は様式-２、３に記録するものとする。特に、点検ため池堤体の⻲裂の有無
� （⻲裂を発⾒した場合には、堤軸に対する横断・縦断⽅向の確認）、堤体下流法⾯からの漏水発

� ⽣の有無（漏水している場合には、濁りの有無）等について注視する。

2.2 緊急点検
確⽴した緊急点検体制に基づき、身の安全を十分に確保しつつ、震度５弱以上を観測した点検ため

池を特に優先し、速やかに緊急点検を実施するものとする。
緊急点検は、ため池の堤体、洪水吐き、取水施設、周辺の地⼭等の状況について、目視による外観

点検を主とするものとする。
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２.地震後の緊急点検
� （４）管理者等において緊急点検を⾏うことが困難な場合には、都道府県等の支援を受け付けつつ点

� 検を⾏うものとする。
� （５）カメラ等により、遠⽅から点検ため池の状況を確認した結果を報告することも可能とする。な
� お、道路の通⾏⽌め等により緊急点検ができない場合は、可能な範囲でドローンや地震後に撮
� 影された航空写真等を活用し、被災の有無を確認するものとする。
� （６）目視点検において、点検ため池の堤体に⻲裂等の異常が発⾒された場合には、応急措置を⾏う
� ものとする。
� （７）緊急点検の結果、地震により点検ため池に被害が確認されなかった場合においても、比較的強
� い地震の場合には、⼀定期間経過後に被害が発⽣する可能性があることから、必要に応じて、
� 継続的な観測を⾏うことが望ましい。
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２.地震後の緊急点検

� 〔解説〕
� （１）市町村は、防災重点農業用ため池の緊急点検の結果（市町村以外の管理者が実施したものを含
� み、ため池管理アプリにより記録されたものを除く。）をため池防災支援システムにより速や
� かに報告すするものとするが、ため池防災支援システムにより難い場合は、様式-２、３によ
� り都道府県を通じて地⽅農政局等にメール、ファックス等により速やかに報告するものとする。

2.3 緊急点検結果の報告
管理者等は、緊急点検の結果を次のいずれかの⽅法により速やかに報告するものとする。

（１）防災重点農業用ため池については、市町村が原則としてため池防災支援システムにより報告
（２）河川区域外の農業用ダムについては、あらかじめ定められた連絡体制に基づき、管理者等が

メール、ファックス等により都道府県に報告
都道府県は、防災重点農業用ため池の緊急点検の実施状況や被災状況を適時適切に把握するとと
もに、河川区域外の農業用ダムの緊急点検の結果を、管理者等から報告があり次第、地⽅農政局
等に速やかに報告するものとする。なお、緊急点検の結果の報告期限については、原則、地震発

⽣後24時間以内とし、震度５弱以上の点検ため池を特に優先して報告するものとする。

21

２.地震後の緊急点検

� 〔解説〕
� （１）緊急放流
� 点検ため池の堤体に⻲裂、漏水等の被害が発⽣していることが緊急点検の結果により判明した
� 場合には、管理者等は、緊急放流により速やかに貯水位を下げるものとする。管理者等は、緊
� 急放流等を⾏う場合には、対象ため池の下流集落や市町村等の関係機関と十分に連絡調整を⾏
� うものとする。
� （２）応急対策
� 緊急点検の結果、点検ため池の堤体等に⻲裂、漏水、沈下、法⾯のはらみだし、洪水吐の閉塞
� 等が確認された場合には、管理者等は押え盛⼟、⼟のう積み、ブルーシート掛け、洪水吐きの
� 閉塞物除去等の応急対策を実施するものとする。
� （３）安全対策
� 緊急点検の結果、点検ため池に被害が確認され、下流等への被害が予測される場合には、管理

� 者等は、関係集落、消防団等に急報するものとする。

3.1 被害が確認された場合の応急措置等
緊急点検の結果、点検ため池の安全管理上必要があると認められた場合には、管理者等は、緊急放

流等の応急措置を⾏い、点検ため池の安全性を確保するものとする。

22
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２.地震後の緊急点検

� 〔解説〕
� （１）点検ため池の堤体に⻲裂、漏水等の被害が発⽣した場合に、その後も引き続いて発⽣する地震や連
� 続した降雨等によって、点検ため池の堤体が決壊し、下流の住宅等への⼆次被害が発⽣るおそれが
� ある。
� （２）このため、管理者等は、点検ため池に被害が発⽣した場合には、これまで以上に地象、気象及び水
� 象の情報収集に努め、点検ため池の更なる被害拡大の予兆を把握し、必要に応じて、関係集落、消
� 防団等との連携を図るとともに、応急対策を適切に⾏うことにより、⼆次災害の防⽌に努めるもの
� とする。
� （３）情報収集の⽅法としては、テレビ、ラジオ、インターネット等があるが、特にインターネットでは、
� 各府省が防災に関する情報を発信しているので、管理者等はこれらを活用して情報収集されたい。

3.2 監視体制の強化
点検ため池に被害が発⽣した場合には、これ以降の地震活動や降雨等による⼆次災害を防⽌するた

め、管理者等は、地象、気象及び水象の情報収集に努めるなど、監視体制を強化するものとする。
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２.地震後の緊急点検
4.1 役割分担等

管理者等は、緊急点検等の役割分担をあらかじめ明確にしておくとともに、臨機応変な対応ができ

るよう連絡体制を整備するものとする。

24

4.2 対象ため池の点検・整備等
管理者等は、平時から対象ため池の点検・整備を⾏うとともに、低水位管理のルールをあらかじめ

作成することにより、異常の早期発⾒や堤体の決壊防⽌に努めるものとする。

4.3 点検のルート及び手順
管理者等は、対象ため池の地震発⽣後の緊急点検等のルート及び点検項目毎の手順について、あら

かじめ定めるものとする。

4.4 訓練
管理者等は、地震発⽣後の緊急点検に備えて、年１回程度の頻度で、関係者の招集、点検、報告等

に係る訓練の実施及び必要な研修への参加に努めるものとする。
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３.ため池防災支援システムの活用

ため池防災支援システム操作⽅法【メインシステム】2023年９⽉20日版より
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３.ため池防災支援システムの活用

ため池防災支援システム操作⽅法【メインシステム】2023年９⽉20日版より
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３.ため池防災支援システムの活用

ため池防災支援システム操作⽅法【メインシステム】2023年９⽉20日版より
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３.ため池防災支援システムの活用

ため池防災支援システム操作⽅法【メインシステム】2023年９⽉20日版より
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３.ため池防災支援システムの活用

ため池防災支援システム操作⽅法【メインシステム】2023年９⽉20日版より
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３.ため池防災支援システムの活用

ため池防災支援システム操作⽅法【メインシステム】2023年９⽉20日版より

30



16

３.ため池防災支援システムの活用

ため池防災支援システム操作⽅法【メインシステム】2023年９⽉20日版より
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３.ため池防災支援システムの活用

ため池防災支援システム操作⽅法【メインシステム】2023年９⽉20日版より
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３.ため池防災支援システムの活用

ため池防災支援システム操作⽅法【メインシステム】2023年９⽉20日版より
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４.緊急時への備え
� ・管理者等は、緊急点検等の役割分担をあらかじめ明確にし、臨機応変な対応がで
� きるよう連絡体制を整備する。
� ・管理者等は、対象ため池の緊急点検等のルート及び点検項目毎の手順について、
� あらかじめ定めておく。
� ・管理者等は、劣化状況評価及び巡回点検等の調査結果より、ため池の現状を日頃
� から把握しておく。
� ・管理者等は、大雨が予想される場合は、対象ため池の貯留水を事前に放流し、空
� き容量を確保しておくことに努める。
� ・管理者等は、⼟のう・杭・ブルーシート・ロープ等の応急資材をあらかじめ保管
� 場所を定め、準備しておく。
� ・年１回程度の頻度で、関係者の招集、点検、報告等に係る訓練の実施及び必要な
� 研修への参加に努めること。

�
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ご清聴ありがとうございました
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